
(１８)早期審査・早期審理
①審査

申出件数　＊１ 審査期間　＊２

２００３年 ２００４年 ２００５年 ２００３年 ２００４年 ２００５年

特 許 4566 (17) 6130 (14) 6560 (18)
２．５か月 ２．６か月 ２．４か月

旧実用新案 － － －

意 匠 75 80 48
２．１か月 １．６か月 １．４か月

商 標 197 280 365
２．０か月 １．７か月 １．４か月

②審判

申出件数 審理期間　＊３

２００３年 ２００４年 ２００５年 ２００３年 ２００４年 ２００５年

特 許 ・
旧実用新案

158 185 189 ５．９か月 ６．１か月 ６．１か月

意 匠 0 5 18 － － ７．１か月

商 標 5 4 3 ７．４か月 － ２．４か月

合 計 163 194 210 ５．９か月 ６．１か月 ６．１か月

（注）
　＊１：「早期審査に関する事情説明書」又は「早期審理に関する事情説明書」が提出された件数。

　　　　（　）内の数字は優先審査の申出件数で外数。

　　　　特許・旧実用新案は２００５年に申出があり、２００６年４月までに申出が成立したもの。

　＊２：早期審査の対象となった案件についての平均。

　　　　申出から審査官による審査結果の最初の通知が発送されるまでの期間。

　＊３：早期審理の対象となった案件についての平均。

　　　　申出から審決日までの期間。

問い合わせ先：調整課、意匠課、商標課、審判課
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